
○
財
務
諸
表
等
の
監
査
証
明
に
関
す
る
内
閣
府
令
（
昭
和
三
十
二
年
大
蔵
省
令
第
十
二
号
） 

 

改 
 

正 
 

案 

現 
 

 

行 

（
監
査
証
明
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
財
務
計
算
に
関
す
る
書
類
の
範

囲
） 

第
一
条 

証
券
取
引
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
二
十
五
号
。
以
下
「
法
」

と
い
う
。
）
第
百
九
十
三
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め

る
書
類
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。 

 

一 

法
第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
提
出
さ
れ
る
届
出
書
に
含
ま
れ

る
財
務
諸
表
（
財
務
諸
表
等
の
用
語
、
様
式
及
び
作
成
方
法
に
関
す
る

規
則
（
昭
和
三
十
八
年
大
蔵
省
令
第
五
十
九
号
。
以
下
「
財
務
諸
表
等

規
則
」
と
い
う
。
）
第
一
条
に
規
定
す
る
財
務
諸
表
の
う
ち
同
条
に
規

定
す
る
指
定
法
人
（
以
下
「
指
定
法
人
」
と
い
う
。
）
が
提
出
す
る
財

務
諸
表
以
外
の
も
の
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
又
は

財
務
書
類
（
財
務
諸
表
等
規
則
第
百
二
十
七
条
に
規
定
す
る
外
国
会
社

の
財
務
書
類
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
う
ち
、
特
定
有
価
証
券
（
法

第
二
十
四
条
第
一
項
に
規
定
す
る
特
定
有
価
証
券
を
い
う
。
以
下
同

じ
。
）
以
外
の
有
価
証
券
に
係
る
も
の
に
あ
つ
て
は
最
近
事
業
年
度
及

び
そ
の
直
前
事
業
年
度
、
特
定
有
価
証
券
に
係
る
も
の
に
あ
つ
て
は
最

近
特
定
期
間
（
法
第
二
十
四
条
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
条
第
一

項
に
規
定
す
る
特
定
期
間
を
い
う
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。
）

及
び
そ
の
直
前
特
定
期
間
に
係
る
も
の
（
届
出
書
に
含
ま
れ
る
最
近
事

業
年
度
又
は
特
定
期
間
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
事
業
年
度
等
」
と

（
監
査
証
明
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
財
務
計
算
に
関
す
る
書
類
の

範
囲
） 

第
一
条 

証
券
取
引
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
二
十
五
号
。
以
下
「
法
」

と
い
う
。
）
第
百
九
十
三
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め

る
書
類
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。 

 

一 

法
第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
提
出
さ
れ
る
届
出
書
に
含
ま

れ
る
財
務
諸
表
（
財
務
諸
表
等
の
用
語
、
様
式
及
び
作
成
方
法
に
関

す
る
規
則
（
昭
和
三
十
八
年
大
蔵
省
令
第
五
十
九
号
。
以
下
「
財
務

諸
表
等
規
則
」
と
い
う
。
）
第
一
条
に
規
定
す
る
財
務
諸
表
の
う
ち
同

条
に
規
定
す
る
指
定
法
人
（
以
下
「
指
定
法
人
」
と
い
う
。
）
が
提
出

す
る
財
務
諸
表
以
外
の
も
の
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同

じ
。
）
又
は
財
務
書
類
（
財
務
諸
表
等
規
則
第
百
二
十
七
条
に
規
定
す

る
外
国
会
社
の
財
務
書
類
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
う
ち
、
特
定
有

価
証
券
（
法
第
二
十
四
条
第
一
項
に
規
定
す
る
特
定
有
価
証
券
を
い

う
。
次
条
第
二
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
以
外
の
有
価
証
券
に
係
る
も
の

に
あ
つ
て
は
最
近
事
業
年
度
及
び
そ
の
直
前
事
業
年
度
、
特
定
有
価

証
券
に
係
る
も
の
に
あ
つ
て
は
最
近
特
定
期
間
（
法
第
二
十
四
条
第

五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
条
第
一
項
に
規
定
す
る
特
定
期
間
を
い

う
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
及
び
そ
の
直
前
特
定
期
間
に
係

る
も
の
（
届
出
書
に
含
ま
れ
る
最
近
事
業
年
度
又
は
特
定
期
間
（
以

別紙２ 



い
う
。
）
及
び
そ
の
直
前
事
業
年
度
等
に
係
る
財
務
諸
表
又
は
財
務
書

類
（
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
「
書
類
」
と
い
う
。
）
の
う
ち
、
従
前
に

お
い
て
、
法
第
五
条
第
一
項
又
は
第
二
十
四
条
第
一
項
若
し
く
は
第
三

項
（
こ
れ
ら
の
規
定
を
同
条
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含

む
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
規
定
に
よ
り
提
出
さ
れ
た
届

出
書
又
は
有
価
証
券
報
告
書
に
含
ま
れ
た
書
類
と
同
一
の
内
容
の
も

の
を
除
く
。
） 

 

二
～
十
一 

（
略
） 

 

（
監
査
報
告
書
等
の
記
載
事
項
） 

第
四
条 

前
条
第
一
項
の
監
査
報
告
書
又
は
中
間
監
査
報
告
書
に
は
、
次

の
各
号
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
簡
潔
明
瞭

に
記
載
し
、
か
つ
、
公
認
会
計
士
又
は
監
査
法
人
の
代
表
者
が
作
成
の
年

月
日
を
付
し
て
自
署
し
、
か
つ
、
自
己
の
印
を
押
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

こ
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
監
査
報
告
書
又
は
中
間
監
査
報
告
書
が
監
査

法
人
の
作
成
す
る
も
の
で
あ
る
と
き
は
、
当
該
監
査
法
人
の
代
表
者
の
ほ

か
、
当
該
監
査
証
明
に
係
る
業
務
を
執
行
し
た
社
員
（
以
下
「
関
与
社
員
」

と
い
う
。
）
が
、
自
署
し
、
か
つ
、
自
己
の
印
を
押
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。 

一 

監
査
報
告
書 

 
 

イ 

監
査
の
対
象 

 
 

ロ 

実
施
し
た
監
査
の
概
要 

 
 

ハ 

監
査
の
対
象
と
な
つ
た
財
務
諸
表
等
が
、
一
般
に
公
正
妥
当
と

下
こ
の
条
に
お
い
て
「
事
業
年
度
等
」
と
い
う
。
）
及
び
そ
の
直
前
事

業
年
度
等
に
係
る
財
務
諸
表
又
は
財
務
書
類
（
以
下
こ
の
号
に
お
い

て
「
書
類
」
と
い
う
。
）
の
う
ち
、
従
前
に
お
い
て
、
法
第
五
条
第
一

項
又
は
第
二
十
四
条
第
一
項
若
し
く
は
第
三
項
（
こ
れ
ら
の
規
定
を

同
条
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
以
下
こ
の
条
に
お

い
て
同
じ
。
）
の
規
定
に
よ
り
提
出
さ
れ
た
届
出
書
又
は
有
価
証
券
報

告
書
に
含
ま
れ
た
書
類
と
同
一
の
内
容
の
も
の
を
除
く
。
） 

 

二
～
十
一 

（
略
） 

 

（
監
査
報
告
書
等
の
記
載
事
項
） 

第
四
条 

前
条
第
一
項
の
監
査
報
告
書
又
は
中
間
監
査
報
告
書
に
は
、
次

の
各
号
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
簡
潔
明

瞭
に
記
載
し
、
か
つ
、
公
認
会
計
士
又
は
監
査
法
人
の
代
表
者
が
作
成

の
年
月
日
を
付
し
て
自
署
し
、
か
つ
、
自
己
の
印
を
押
さ
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
監
査
報
告
書
又
は
中
間
監
査
報

告
書
が
監
査
法
人
の
作
成
す
る
も
の
で
あ
る
と
き
は
、
当
該
監
査
法
人

の
代
表
者
の
ほ
か
、
当
該
監
査
証
明
に
係
る
業
務
を
執
行
し
た
社
員
が
、

自
署
し
、
か
つ
、
自
己
の
印
を
押
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 
一 
監
査
報
告
書 

 
 

（
新
設
） 

イ 
実
施
し
た
監
査
の
概
要 

 
 

ロ 

監
査
の
対
象
と
な
つ
た
財
務
諸
表
等
が
当
該
財
務
諸
表
等
に



認
め
ら
れ
る
企
業
会
計
の
基
準
に
準
拠
し
て
、
当
該
財
務
諸
表
等

に
係
る
事
業
年
度
（
連
結
財
務
諸
表
の
場
合
に
は
、
連
結
会
計
年

度
。
以
下
同
じ
。
）
の
財
政
状
態
、
経
営
成
績
及
び
キ
ャ
ッ
シ
ュ
・

フ
ロ
ー
の
状
況
を
す
べ
て
の
重
要
な
点
に
お
い
て
適
正
に
表
示
し

て
い
る
か
ど
う
か
に
つ
い
て
の
意
見 

 
 

ニ 

追
記
情
報 

 
 

ホ 

公
認
会
計
士
法
第
二
十
五
条
第
二
項
（
同
法
第
三
十
四
条
の
十

二
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
の
規

定
に
よ
り
明
示
す
べ
き
利
害
関
係 

二 

中
間
監
査
報
告
書 

 
 

イ 

中
間
監
査
の
対
象 

 
 

ロ 

実
施
し
た
中
間
監
査
の
概
要 

 
 

ハ 

中
間
監
査
の
対
象
と
な
つ
た
中
間
財
務
諸
表
等
が
、
一
般
に
公

正
妥
当
と
認
め
ら
れ
る
中
間
財
務
諸
表
等
の
作
成
基
準
に
準
拠
し

て
、
当
該
中
間
財
務
諸
表
等
に
係
る
中
間
会
計
期
間
（
中
間
連
結

財
務
諸
表
の
場
合
に
は
、
中
間
連
結
会
計
期
間
（
中
間
連
結
財
務

諸
表
規
則
第
三
条
第
二
項
に
規
定
す
る
中
間
連
結
会
計
期
間
を
い

う
。
）
。
以
下
同
じ
。
）
の
財
政
状
態
、
経
営
成
績
及
び
キ
ャ
ッ
シ
ュ
・

フ
ロ
ー
の
状
況
に
関
す
る
有
用
な
情
報
を
表
示
し
て
い
る
か
ど
う

か
に
つ
い
て
の
意
見 

 
 

ニ 

追
記
情
報 

 
 

ホ 

公
認
会
計
士
法
第
二
十
五
条
第
二
項
（
同
法
第
三
十
四
条
の
十

二
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
の
規

係
る
事
業
年
度
（
連
結
財
務
諸
表
の
場
合
に
は
、
連
結
会
計
年
度
。

以
下
同
じ
。
）
の
財
政
状
態
、
経
営
成
績
及
び
キ
ャ
ッ
シ
ュ
・
フ
ロ

ー
の
状
況
を
適
正
に
表
示
し
て
い
る
か
ど
う
か
に
つ
い
て
の
意
見 

 
 

  
 

ハ 

特
記
事
項 

 
 

ニ 

公
認
会
計
士
法
第
二
十
五
条
第
二
項
（
同
法
第
三
十
四
条
の
十

二
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
の
規

定
に
よ
り
明
示
す
べ
き
利
害
関
係 

 

二 

中
間
監
査
報
告
書 

 
 

（
新
設
） 

イ 

実
施
し
た
中
間
監
査
の
概
要 

 
 

ロ 

中
間
監
査
の
対
象
と
な
つ
た
中
間
財
務
諸
表
等
が
当
該
中
間

財
務
諸
表
等
に
係
る
中
間
会
計
期
間
（
中
間
連
結
財
務
諸
表
の
場

合
に
は
、
中
間
連
結
会
計
期
間
（
中
間
連
結
財
務
諸
表
規
則
第
三

条
第
二
項
に
規
定
す
る
中
間
連
結
会
計
期
間
を
い
う
。
）
。
以
下
同

じ
。
）
の
財
政
状
態
、
経
営
成
績
及
び
キ
ャ
ッ
シ
ュ
・
フ
ロ
ー
の
状

況
に
関
す
る
有
用
な
情
報
を
表
示
し
て
い
る
か
ど
う
か
に
つ
い
て

の
意
見 

 
 

 
ハ 
特
記
事
項 

 
 

ニ 
公
認
会
計
士
法
第
二
十
五
条
第
二
項
（
同
法
第
三
十
四
条
の
十

二
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
の
規



定
に
よ
り
明
示
す
べ
き
利
害
関
係 

２ 
前
項
第
一
号
イ
に
定
め
る
監
査
の
対
象
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
に
つ

い
て
記
載
す
る
も
の
と
す
る
。 

一 

監
査
の
対
象
と
な
つ
た
財
務
諸
表
等
の
範
囲 

二 

財
務
諸
表
等
の
作
成
責
任
は
経
営
者
に
あ
る
こ
と 

三 

監
査
を
実
施
し
た
公
認
会
計
士
又
は
監
査
法
人
の
責
任
は
独
立
の

立
場
か
ら
財
務
諸
表
等
に
対
す
る
意
見
を
表
明
す
る
こ
と
に
あ
る
こ

と 

３ 

第
一
項
第
一
号
ロ
に
定
め
る
監
査
の
概
要
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
に

つ
い
て
記
載
す
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
重
要
な
監
査
手
続
が
実
施
で

き
な
か
つ
た
場
合
に
は
、
当
該
実
施
で
き
な
か
つ
た
監
査
手
続
を
記
載
す

る
も
の
と
す
る
。 

一 

監
査
が
一
般
に
公
正
妥
当
と
認
め
ら
れ
る
監
査
の
基
準
に
準
拠
し

て
行
わ
れ
た
旨 

二 

監
査
の
基
準
は
監
査
を
実
施
し
た
公
認
会
計
士
又
は
監
査
法
人
に

財
務
諸
表
等
に
重
要
な
虚
偽
の
表
示
が
な
い
か
ど
う
か
の
合
理
的
な

保
証
を
得
る
こ
と
を
求
め
て
い
る
こ
と 

三 

監
査
は
試
査
を
基
礎
と
し
て
行
わ
れ
て
い
る
こ
と 

   

四 

監
査
は
経
営
者
が
採
用
し
た
会
計
方
針
及
び
そ
の
適
用
方
法
並
び

に
経
営
者
に
よ
つ
て
行
わ
れ
た
見
積
り
の
評
価
も
含
め
全
体
と
し
て

定
に
よ
り
明
示
す
べ
き
利
害
関
係 

（
新
設
） 

      

２ 

前
項
第
一
号
イ
に
定
め
る
監
査
の
概
要
の
記
載
は
、
次
に
掲
げ
る
事

項
に
つ
い
て
な
さ
れ
る
も
の
と
す
る
。 

  

一 

監
査
の
対
象
と
な
つ
た
財
務
諸
表
等
の
範
囲 

 

二 

監
査
が
一
般
に
公
正
妥
当
と
認
め
ら
れ
る
監
査
の
基
準
に
準
拠
し

て
行
わ
れ
た
旨 

 

三 

通
常
実
施
す
べ
き
監
査
手
続
が
実
施
さ
れ
た
か
ど
う
か
、
財
務
諸

表
等
の
重
要
な
項
目
に
つ
い
て
、
通
常
実
施
す
べ
き
監
査
手
続
の
う

ち
重
要
な
監
査
手
続
が
実
施
さ
れ
な
か
つ
た
場
合
に
は
、
そ
の
旨
及

び
そ
の
理
由 

（
新
設
） 

 



の
財
務
諸
表
等
の
表
示
を
検
討
し
て
い
る
こ
と 

五 
監
査
の
結
果
と
し
て
意
見
表
明
の
た
め
の
合
理
的
な
基
礎
を
得
た

こ
と 

４ 

第
一
項
第
一
号
ハ
に
定
め
る
意
見
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
意
見
の

区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
事
項
を
記
載
す
る
も
の
と
す
る
。 

一 

無
限
定
適
正
意
見 

監
査
の
対
象
と
な
つ
た
財
務
諸
表
等
が
、
一

般
に
公
正
妥
当
と
認
め
ら
れ
る
企
業
会
計
の
基
準
に
準
拠
し
て
、
当
該

財
務
諸
表
等
に
係
る
事
業
年
度
の
財
政
状
態
、
経
営
成
績
及
び
キ
ャ
ッ

シ
ュ
・
フ
ロ
ー
の
状
況
を
す
べ
て
の
重
要
な
点
に
お
い
て
適
正
に
表
示

し
て
い
る
と
認
め
ら
れ
る
旨 

二 

除
外
事
項
を
付
し
た
限
定
付
適
正
意
見 

監
査
の
対
象
と
な
つ
た

財
務
諸
表
等
が
、
除
外
事
項
を
除
き
一
般
に
公
正
妥
当
と
認
め
ら
れ
る

企
業
会
計
の
基
準
に
準
拠
し
て
、
当
該
財
務
諸
表
等
に
係
る
事
業
年
度

の
財
政
状
態
、
経
営
成
績
及
び
キ
ャ
ッ
シ
ュ
・
フ
ロ
ー
の
状
況
を
す
べ

て
の
重
要
な
点
に
お
い
て
適
正
に
表
示
し
て
い
る
と
認
め
ら
れ
る
旨

並
び
に
除
外
事
項
及
び
当
該
除
外
事
項
が
当
該
財
務
諸
表
等
に
与
え

て
い
る
影
響
若
し
く
は
実
施
で
き
な
か
っ
た
重
要
な
監
査
手
続
が
影

響
す
る
事
項 

三 

不
適
正
意
見 

監
査
の
対
象
と
な
つ
た
財
務
諸
表
等
が
不
適
正
で

あ
る
旨
及
び
そ
の
理
由 

   

 

（
新
設
） 

 

３ 

第
一
項
第
一
号
ロ
に
定
め
る
意
見
は
、
監
査
の
対
象
と
な
つ
た
財
務

諸
表
等
が
当
該
財
務
諸
表
等
に
係
る
事
業
年
度
の
財
政
状
態
、
経
営
成

績
及
び
キ
ャ
ッ
シ
ュ
・
フ
ロ
ー
の
状
況
を
適
正
に
表
示
し
て
い
る
と
認

め
ら
れ
る
場
合
に
は
、
そ
の
旨
、
適
正
に
表
示
し
て
い
な
い
と
認
め
ら

れ
る
場
合
に
は
、
そ
の
旨
及
び
そ
の
理
由
を
示
し
、
か
つ
、
そ
れ
ぞ
れ

の
場
合
に
つ
い
て
次
に
掲
げ
る
事
項
を
示
し
て
表
明
す
る
も
の
と
す

る
。 

一 

財
務
諸
表
等
の
項
目
が
一
般
に
公
正
妥
当
と
認
め
ら
れ
る
企
業
会

計
の
基
準
に
従
つ
て
処
理
さ
れ
て
い
る
か
ど
う
か
、
財
務
諸
表
等
の

重
要
な
項
目
が
当
該
基
準
に
従
わ
な
い
で
処
理
さ
れ
て
い
る
と
認
め

ら
れ
る
場
合
に
は
、
そ
の
旨
、
そ
の
理
由
及
び
当
該
処
理
が
当
財
務

諸
表
等
に
与
え
て
い
る
影
響 

二 

財
務
諸
表
等
の
項
目
が
当
該
財
務
諸
表
等
に
係
る
事
業
年
度
の
直

前
事
業
年
度
と
同
一
の
基
準
に
よ
り
処
理
さ
れ
て
い
る
か
ど
う
か
、

財
務
諸
表
等
の
重
要
な
項
目
が
同
一
の
基
準
に
よ
り
処
理
さ
れ
て
い

な
い
と
認
め
ら
れ
る
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
基
準
の
変
更
が
正
当
な

理
由
に
基
づ
い
て
い
る
と
認
め
ら
れ
る
と
き
は
、
そ
の
旨
、
当
該
変

更
が
正
当
な
理
由
に
基
づ
い
て
い
る
と
認
め
ら
れ
る
理
由
及
び
当
該

変
更
が
当
該
財
務
諸
表
に
与
え
て
い
る
影
響
、
そ
の
基
準
の
変
更
が

変
更
が
正
当
な
理
由
に
基
づ
い
て
い
な
い
と
認
め
ら
れ
る
と
き
は
、



         

５ 

第
一
項
第
一
号
ニ
に
定
め
る
事
項
は
、
財
務
諸
表
等
規
則
第
八
条
の

十
四
又
は
連
結
財
務
諸
表
規
則
第
十
五
条
の
九
の
規
定
に
よ
る
注
記
に

係
る
事
項
並
び
に
正
当
な
理
由
に
よ
る
会
計
方
針
の
変
更
、
重
要
な
偶
発

事
象
、
重
要
な
後
発
事
象
等
で
監
査
を
実
施
し
た
公
認
会
計
士
又
は
監
査

法
人
が
説
明
又
は
強
調
す
る
こ
と
が
適
当
と
判
断
し
た
事
項
に
つ
い
て

記
載
す
る
も
の
と
す
る
。 

６ 

第
一
項
第
二
号
イ
に
定
め
る
中
間
監
査
の
対
象
は
、
次
に
掲
げ
る
事

項
に
つ
い
て
記
載
す
る
も
の
と
す
る
。 

一 

中
間
監
査
の
対
象
と
な
つ
た
中
間
財
務
諸
表
等
の
範
囲 

二 

中
間
財
務
諸
表
等
の
作
成
責
任
は
経
営
者
に
あ
る
こ
と 

三 

中
間
監
査
を
実
施
し
た
公
認
会
計
士
又
は
監
査
法
人
の
責
任
は
独

立
の
立
場
か
ら
中
間
財
務
諸
表
等
に
対
す
る
意
見
を
表
明
す
る
こ
と

に
あ
る
こ
と 

７ 

第
一
項
第
二
号
ロ
に
定
め
る
中
間
監
査
の
概
要
は
、
次
に
掲
げ
る
事

そ
の
旨
、
当
該
変
更
が
正
当
な
理
由
に
基
づ
い
て
い
な
い
と
認
め
ら

れ
る
理
由
及
び
当
該
変
更
が
当
該
財
務
諸
表
等
に
与
え
て
い
る
影
響 

三 

財
務
諸
表
等
の
表
示
方
法
が
財
務
諸
表
等
規
則
（
内
国
会
社
が
提

出
す
る
連
結
財
務
諸
表
の
場
合
に
は
、
連
結
財
務
諸
表
規
則
。
以
下

同
じ
。
）
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
従
つ
て
い
る
か
ど
う
か
、
財
務
諸
表
等

の
重
要
な
事
項
の
表
示
方
法
が
財
務
諸
表
等
規
則
の
定
め
る
と
こ
ろ

に
従
つ
て
い
な
い
と
認
め
ら
れ
る
場
合
に
は
、
そ
の
旨
及
び
財
務
諸

表
等
規
則
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
従
つ
た
場
合
の
表
示
と
当
該
財
務
諸

表
等
の
表
示
と
の
相
違 

４ 

第
一
項
第
一
号
ハ
に
定
め
る
事
項
の
記
載
は
、
重
要
な
偶
発
事
象
、

後
発
事
象
等
で
財
政
及
び
経
営
の
状
況
に
関
す
る
利
害
関
係
人
の
判
断

を
誤
ら
せ
な
い
た
め
特
に
必
要
と
認
め
ら
れ
る
事
項
に
つ
い
て
な
さ
れ

る
も
の
と
す
る
。 

 
 

 

（
新
設
） 

      

５ 

第
一
項
第
二
号
イ
に
定
め
る
中
間
監
査
の
概
要
の
記
載
は
、
次
に
掲



項
に
つ
い
て
記
載
す
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
重
要
な
監
査
手
続
が
実

施
で
き
な
か
つ
た
場
合
に
は
、
当
該
実
施
で
き
な
か
つ
た
監
査
手
続
を
記

載
す
る
も
の
と
す
る
。 

一 

中
間
監
査
が
中
間
監
査
の
基
準
に
準
拠
し
て
行
わ
れ
た
旨 

二 

中
間
監
査
の
基
準
は
中
間
監
査
を
実
施
し
た
公
認
会
計
士
又
は
監

査
法
人
に
中
間
財
務
諸
表
等
に
は
全
体
と
し
て
中
間
財
務
諸
表
等
の
有

用
な
表
示
に
関
し
て
投
資
者
の
判
断
を
損
な
う
よ
う
な
重
要
な
虚
偽
の

表
示
が
な
い
か
ど
う
か
の
合
理
的
な
保
証
を
得
る
こ
と
を
求
め
て
い
る

こ
と 

三 

中
間
監
査
は
分
析
的
手
続
等
を
中
心
と
し
た
監
査
手
続
に
必
要
に

応
じ
て
追
加
の
監
査
手
続
を
適
用
し
て
行
わ
れ
て
い
る
こ
と 

四 

中
間
監
査
の
結
果
と
し
て
意
見
表
明
の
た
め
の
合
理
的
な
基
礎
を

得
た
こ
と 

（
削
る
） 

        

８ 

第
一
項
第
二
号
ハ
に
定
め
る
意
見
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
意
見
の

げ
る
事
項
に
つ
い
て
な
さ
れ
る
も
の
と
す
る
。 

  

一 

中
間
監
査
の
対
象
と
な
つ
た
中
間
財
務
諸
表
等
の
範
囲 

二 

中
間
監
査
が
一
般
に
公
正
妥
当
と
認
め
ら
れ
る
中
間
監
査
の
基
準

に
準
拠
し
て
行
わ
れ
た
旨 

三 

中
間
監
査
に
係
る
通
常
実
施
す
べ
き
監
査
手
続
が
実
施
さ
れ
た
か

ど
う
か
、
中
間
財
務
諸
表
等
の
重
要
な
項
目
に
つ
い
て
、
中
間
監
査
に

係
る
通
常
実
施
す
べ
き
監
査
手
続
の
う
ち
重
要
な
監
査
手
続
が
実
施

さ
れ
な
か
つ
た
場
合
に
は
、
そ
の
旨
及
び
そ
の
理
由 

   

６ 

次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
に
該
当
す
る
と
き
は
、
前
項
第
三
号
に
掲

げ
る
事
項
の
ほ
か
、
当
該
各
号
に
掲
げ
る
場
合
に
該
当
す
る
旨
を
併
せ

て
記
載
す
る
も
の
と
す
る
。 

一 

一
般
に
公
正
妥
当
と
認
め
ら
れ
る
中
間
監
査
の
基
準
に
準
拠
し
て

中
間
財
務
諸
表
等
の
監
査
に
係
る
通
常
実
施
す
べ
き
監
査
手
続
の
一

部
が
省
略
さ
れ
た
場
合 

二 
一
般
に
公
正
妥
当
と
認
め
ら
れ
る
中
間
監
査
の
基
準
に
準
拠
し
て

連
結
子
会
社
及
び
持
分
法
適
用
会
社
の
中
間
監
査
が
実
施
さ
れ
た
場

合 

７ 

第
一
項
第
二
号
ロ
に
定
め
る
意
見
は
、
中
間
監
査
の
対
象
と
な
つ
た



区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
事
項
を
記
載
す
る
も
の
と
す
る
。 

     

一 

中
間
財
務
諸
表
等
が
有
用
な
情
報
を
表
示
し
て
い
る
旨
の
意
見 

 

中
間
監
査
の
対
象
と
な
つ
た
中
間
財
務
諸
表
等
が
、
一
般
に
公
正
妥
当

と
認
め
ら
れ
る
中
間
財
務
諸
表
の
作
成
基
準
に
準
拠
し
て
、
当
該
中
間

財
務
諸
表
等
に
係
る
中
間
会
計
期
間
の
財
政
状
態
、
経
営
成
績
及
び
キ

ャ
ッ
シ
ュ
・
フ
ロ
ー
の
状
況
に
関
す
る
有
用
な
情
報
を
表
示
し
て
い
る

旨 

二 

除
外
事
項
を
付
し
た
限
定
付
意
見 

中
間
監
査
の
対
象
と
な
つ
た

中
間
財
務
諸
表
等
が
、除
外
事
項
を
除
き
一
般
に
公
正
妥
当
と
認
め
ら

れ
る
中
間
財
務
諸
表
の
作
成
基
準
に
準
拠
し
て
、
当
該
中
間
財
務
諸
表

等
に
係
る
中
間
会
計
期
間
の
財
政
状
態
、
経
営
成
績
及
び
キ
ャ
ッ
シ

ュ
・
フ
ロ
ー
の
状
況
に
関
す
る
有
用
な
情
報
を
表
示
し
て
い
る
旨
並
び

に
除
外
事
項
及
び
当
該
除
外
事
項
が
当
該
中
間
財
務
諸
表
等
に
与
え

て
い
る
影
響
若
し
く
は
実
施
で
き
な
か
つ
た
重
要
な
監
査
手
続
が
影

響
す
る
事
項 

三 

中
間
財
務
諸
表
等
が
有
用
な
情
報
を
表
示
し
て
い
な
い
意
見 

中

間
監
査
の
対
象
と
な
つ
た
中
間
財
務
諸
表
等
が
有
用
な
情
報
を
表
示

し
て
い
な
い
旨
及
び
そ
の
理
由 

中
間
財
務
諸
表
等
が
、
当
該
中
間
財
務
諸
表
等
に
係
る
中
間
会
計
期

間
の
財
政
状
態
、
経
営
成
績
及
び
キ
ャ
ッ
シ
ュ
・
フ
ロ
ー
の
状
況
に

関
す
る
有
用
な
情
報
を
表
示
し
て
い
る
と
認
め
ら
れ
る
場
合
に
は
、

そ
の
旨
、
有
用
な
情
報
を
表
示
し
て
い
な
い
と
認
め
ら
れ
る
場
合
に

は
、
そ
の
旨
及
び
そ
の
理
由
を
示
し
、
か
つ
、
そ
れ
ぞ
れ
の
場
合
に

つ
い
て
次
に
掲
げ
る
事
項
を
示
し
て
表
明
す
る
も
の
と
す
る
。 

一 

中
間
財
務
諸
表
等
の
項
目
が
一
般
に
公
正
妥
当
と
認
め
ら
れ
る
中

間
財
務
諸
表
等
の
作
成
基
準
に
従
つ
て
処
理
さ
れ
て
い
る
か
ど
う

か
、
中
間
財
務
諸
表
等
の
重
要
な
項
目
が
当
該
基
準
に
従
わ
な
い
で

処
理
さ
れ
て
い
る
と
認
め
ら
れ
る
場
合
に
は
、
そ
の
旨
、
そ
の
理
由

及
び
当
該
処
理
が
当
該
中
間
財
務
諸
表
等
に
与
え
て
い
る
影
響 

 

二 

中
間
財
務
諸
表
等
の
項
目
が
当
該
中
間
財
務
諸
表
等
に
係
る
中
間

会
計
期
間
の
直
前
事
業
年
度
と
同
一
の
基
準
に
よ
り
処
理
さ
れ
て
い

る
か
ど
う
か
、
中
間
財
務
諸
表
等
の
重
要
な
項
目
が
同
一
の
基
準
に

よ
り
処
理
さ
れ
て
い
な
い
と
認
め
ら
れ
る
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
基

準
の
変
更
が
正
当
な
理
由
に
基
づ
い
て
い
る
と
認
め
ら
れ
る
と
き

は
、
そ
の
旨
、
当
該
変
更
が
正
当
な
理
由
に
基
づ
い
て
い
る
と
認
め

ら
れ
る
理
由
及
び
当
該
変
更
が
当
該
中
間
財
務
諸
表
等
に
与
え
て
い

る
影
響
、
そ
の
基
準
の
変
更
が
正
当
な
理
由
に
基
づ
い
て
い
な
い
と

認
め
ら
れ
る
と
き
は
、
そ
の
旨
、
当
該
変
更
が
正
当
な
理
由
に
基
づ

い
て
い
な
い
と
認
め
ら
れ
る
理
由
及
び
当
該
変
更
が
当
該
中
間
財
務

諸
表
等
に
与
え
て
い
る
影
響 

三 

中
間
財
務
諸
表
等
の
表
示
方
法
が
中
間
財
務
諸
表
等
規
則 

（
内
国



      

９ 

第
一
項
第
二
号
ニ
に
定
め
る
事
項
は
、
中
間
財
務
諸
表
等
規
則
第
五

条
の
八
又
は
中
間
連
結
財
務
諸
表
規
則
第
十
七
条
の
二
の
規
定
に
よ
る

注
記
に
係
る
事
項
並
び
に
正
当
な
理
由
に
よ
る
会
計
方
針
の
変
更
、
重
要

な
偶
発
事
象
、
重
要
な
後
発
事
象
等
で
中
間
監
査
を
実
施
し
た
公
認
会
計

士
又
は
監
査
法
人
が
説
明
又
は
強
調
す
る
こ
と
が
適
当
と
判
断
し
た
事

項
に
つ
い
て
記
載
す
る
も
の
と
す
る
。 

10 

公
認
会
計
士
又
は
監
査
法
人
は
、
重
要
な
監
査
手
続
が
実
施
さ
れ
な

か
つ
た
こ
と
等
に
よ
り
、
第
一
項
第
一
号
ハ
又
は
第
二
号
ハ
に
定
め
る

意
見
を
表
明
す
る
た
め
の
合
理
的
な
基
礎
を
得
ら
れ
な
か
つ
た
場
合
に

は
、
同
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
同
項
第
一
号
ハ
又
は
第
二
号
ハ
の

意
見
の
表
明
を
し
な
い
旨
及
び
そ
の
理
由
を
監
査
報
告
書
又
は
中
間
監

査
報
告
書
に
記
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

（
監
査
概
要
書
等
の
提
出
） 

 

第
五
条 

公
認
会
計
士
又
は
監
査
法
人
は
、
法
第
百
九
十
三
条
の
二
第
四

項
の
規
定
に
よ
り
提
出
す
べ
き
報
告
又
は
資
料
の
一
部
と
し
て
、
監
査
又

は
中
間
監
査
（
以
下
「
監
査
等
」
と
い
う
。
）
の
従
事
者
、
監
査
日
数
そ

会
社
が
提
出
す
る
中
間
連
結
財
務
諸
表
の
場
合
に
は
、
中
間
連
結
財

務
諸
表
規
則 

。
以
下
同
じ
。
）
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
従
つ
て
い
る
か

ど
う
か
、
中
間
財
務
諸
表
等
の
重
要
な
事
項
の
表
示
方
法
が
中
間
財

務
諸
表
等
規
則
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
従
つ
て
い
な
い
と
認
め
ら
れ
る

場
合
に
は
、
そ
の
旨
及
び
中
間
財
務
諸
表
等
規
則
の
定
め
る
と
こ
ろ

に
従
つ
た
場
合
の
表
示
と
当
該
中
間
財
務
諸
表
等
の
表
示
と
の
相
違 

８ 

第
一
項
第
二
号
ハ
に
定
め
る
事
項
の
記
載
は
、
重
要
な
偶
発
事
象
、

後
発
事
象
等
で
財
政
及
び
経
営
の
状
況
に
関
す
る
利
害
関
係
人
の
判

断
を
誤
ら
せ
な
い
た
め
特
に
必
要
と
認
め
ら
れ
る
事
項
に
つ
い
て
な

さ
れ
る
も
の
と
す
る
。 

  

９ 

公
認
会
計
士
又
は
監
査
法
人
は
、
重
要
な
監
査
手
続
が
実
施
さ
れ
な

か
つ
た
こ
と
等
の
理
由
に
よ
り
、
第
一
項
第
一
号
ロ
又
は
第
二
号
ロ
に

定
め
る
意
見
を
表
明
す
る
た
め
に
必
要
な
証
拠
が
得
ら
れ
な
か
つ
た

場
合
に
は
、
同
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
同
項
第
一
号
ロ
又
は
第
二

号
ロ
の
意
見
の
表
明
を
差
し
控
え
る
旨
及
び
そ
の
理
由
を
監
査
報
告

書
又
は
中
間
監
査
報
告
書
に
記
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 
（
監
査
概
要
書
等
の
提
出
） 

 

第
五
条 
公
認
会
計
士
又
は
監
査
法
人
は
、
法
第
百
九
十
三
条
の
二
第
四

項
の
規
定
に
よ
り
提
出
す
べ
き
報
告
又
は
資
料
の
一
部
と
し
て
、
監
査

又
は
中
間
監
査
（
以
下
「
監
査
等
」
と
い
う
。
）
を
行
つ
た
法
人
の
事



の
他
当
該
監
査
等
に
関
す
る
事
項
の
概
要
を
記
載
し
た
概
要
書
を
、
当
該

監
査
等
の
終
了
後
関
東
財
務
局
長
（
開
示
府
令
第
二
十
条
の
規
定
に
よ
り

内
国
会
社
の
本
店
の
所
在
地
を
管
轄
す
る
財
務
局
長
（
当
該
所
在
地
が
福

岡
財
務
支
局
の
管
轄
区
域
内
に
あ
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
福
岡
財
務
支
局

長
。
以
下
同
じ
。
）
に
提
出
さ
れ
た
法
第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届

出
書
、
法
第
二
十
四
条
第
一
項
に
規
定
す
る
有
価
証
券
報
告
書
又
は
法
第

二
十
四
条
の
五
第
一
項
に
規
定
す
る
半
期
報
告
書
に
係
る
も
の
に
つ
い

て
は
、
当
該
財
務
局
長
）
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

２ 

前
項
に
規
定
す
る
概
要
書
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
監
査
等
の
区
分

に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
様
式
に
よ
り
作
成
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。 

一 

財
務
諸
表
等
（
特
定
有
価
証
券
に
係
る
財
務
諸
表
等
を
除
く
。
）
の

監
査
に
係
る
概
要
書 

第
一
号
様
式 

二 

中
間
財
務
諸
表
等
（
特
定
有
価
証
券
に
係
る
中
間
財
務
諸
表
等
を
除

く
。
）
の
中
間
監
査
に
係
る
概
要
書 

第
二
号
様
式 

三 

特
定
有
価
証
券
に
係
る
財
務
諸
表
等
の
監
査
及
び
中
間
財
務
諸
表

等
の
中
間
監
査
に
係
る
概
要
書 

第
三
号
様
式 

 

３ 

第
一
項
に
規
定
す
る
概
要
書
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
概
要
書
の
区

分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
日
ま
で
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。 

一 

前
項
第
一
号
及
び
第
二
号
に
規
定
す
る
概
要
書 

当
該
概
要
書
に

係
る
監
査
報
告
書
又
は
中
間
監
査
報
告
書
の
作
成
日
の
翌
月
の
末
日 

業
場
、
日
数
そ
の
他
当
該
監
査
等
に
関
す
る
事
項
の
概
要
を
記
載
し
た

監
査
概
要
書
又
は
中
間
監
査
概
要
書
を
、
当
該
監
査
等
の
終
了
後
速
や

か
に
関
東
財
務
局
長
（
開
示
府
令
第
二
十
条
の
規
定
に
よ
り
内
国
会
社

の
本
店
の
所
在
地
を
管
轄
す
る
財
務
局
長
（
当
該
所
在
地
が
福
岡
財
務

支
局
の
管
轄
区
域
内
に
あ
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
福
岡
財
務
支
局
長
。

以
下
同
じ
。
）
に
提
出
さ
れ
た
法
第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出

書
、
法
第
二
十
四
条
第
一
項
に
規
定
す
る
有
価
証
券
報
告
書
又
は
法
第

二
十
四
条
の
五
第
一
項
に
規
定
す
る
半
期
報
告
書
に
係
る
も
の
に
つ
い

て
は
、
当
該
財
務
局
長
）
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

２ 

前
項
に
規
定
す
る
監
査
概
要
書
は
第
一
号
様
式
、
中
間
監
査
概
要
書

は
第
二
号
様
式
に
よ
り
作
成
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

     

３ 

第
一
項
に
規
定
す
る
監
査
概
要
書
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
の

区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
日
ま
で
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。 

一 
法
第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
提
出
さ
れ
る
届
出
書
に
含
ま
れ

る
財
務
諸
表
等
に
つ
い
て
監
査
証
明
を
行
つ
た
場
合 

当
該
届
出
書

に
係
る
届
出
が
そ
の
効
力
を
発
生
す
る
こ
と
と
な
つ
た
日
の
属
す
る

月
の
翌
月
の
末
日 



二 

前
項
第
三
号
に
規
定
す
る
概
要
書 

当
該
概
要
書
に
係
る
監
査
報
告

書
又
は
中
間
監
査
報
告
書
の
作
成
日
か
ら
三
月
を
経
過
す
る
日
の
属
す

る
月
の
末
日 

 
 

  （
削
る
） 

 

二 

法
第
二
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
提
出
さ
れ
る
有
価
証
券
報

告
書
に
含
ま
れ
る
財
務
諸
表
等
に
つ
い
て
監
査
証
明
を
行
つ
た
場
合 

当
該
有
証
券
報
告
書
に
係
る
事
業
年
度
経
過
後
四
月
を
経
過
す
る
日 

三 

法
第
二
十
四
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
提
出
さ
れ
る
有
価
証
券
報

告
書
に
含
ま
れ
る
財
務
諸
表
等
に
つ
い
て
監
査
証
明
を
行
つ
た
場
合 

当
該
有
価
証
券
報
告
書
を
提
出
し
た
日
の
属
す
る
月
の
翌
月
の
末
日 

４ 

第
一
項
に
規
定
す
る
中
間
監
査
概
要
書
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場

合
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
日
ま
で
に
提
出
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。 

 

一 

法
第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
提
出
さ
れ
る
届
出
書
に
含
ま

れ
る
中
間
財
務
諸
表
等
に
つ
い
て
監
査
証
明
を
行
つ
た
場
合 

当
該

届
出
書
に
係
る
届
出
が
そ
の
効
力
を
発
生
す
る
こ
と
と
な
つ
た
日
の

属
す
る
月
の
翌
月
の
末
日 

 

二 

法
第
二
十
四
条
の
五
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
提
出
さ
れ
る
半
期

報
告
書
に
含
ま
れ
る
中
間
財
務
諸
表
等
に
つ
い
て
監
査
証
明
を
行
つ

た
場
合 

当
該
半
期
報
告
書
に
係
る
中
間
会
計
期
間
経
過
後
四
月
を

経
過
す
る
日 

  

 


